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大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課[image: image5.emf]（Ａ４）

法第31条に規定する者（技術管理者）の氏名

本　社

サカイエイギョウショ

郵便番号（    ‐    ）

電話番号（    ）   ‐    

郵便番号（    ‐    ）

電話番号（    ）   ‐    

備    考

１※印のある欄には、記入しないこと。

２「新規・更新」については不要なものを消すこと。

３

４

役名等（常勤・非常勤）

役　員　の　氏 名



「営業所の名称及び所在地」の欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所だけでな

くすべての営業所について記載すること。

未成年者

である場

合の法定

代理人

フリガナ

氏 　名

他の都道府県知事の登録状況

登     録    番    号 登     録    番    号

総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する

出資をしている者については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとする。

住   所

法定代

理人が

法人で

ある場

合

フリガナ

法定代

理人が

個人で

ある場

合

フリガナ

商号又は名称

住   所

営業所の名称及び所在地

フ リ ガ ナ

名      称

所   在   地

郵便番号（     -     ）

電話番号（     ）    －

堺市堺区△△△ 〇番地

590-0000

072-0000

解体　　花子

ホンシャ



559-8555

大阪市住之江区南港北〇丁目〇ー〇

06-0000-0000



堺営業所

裏

面


[image: image6.emf]別記様式第１号（第３条関係）

（Ａ４）

令和 3年 1月 5日

申請者

株式会社　大阪解体

代表取締役　大阪　一郎

カブシキガイシャ オオサカカイタイ

株式会社　大阪解体

郵便番号（ 559-8555 ）

電話番号（06）0000-0000

オオサカ　イチロウ

大阪　一郎

オオサカ　　イチロウ

大阪　一郎

代表取締役（常勤）

オオサカ　　　ジロウ

大阪　二郎

取締役（常勤）

オオサカ　サブロウ

大阪　三郎

取締役（非常勤）

この申請書により、解体工事業の登録の申請をします。

解体工事業登録申請書

証紙はり付け欄

（消印してはなら

ない。）

登録の種類 新規・更新

※登録番号



※登録年月日 年     月     日

フ リ ガ ナ

商号、名称又は氏名

住　　　所

法人である場合の

申請時において既に受けている登録



フリガナ

氏    名

大阪府知事  殿

大阪市住之江区南港北〇丁目〇ー〇

代表者の氏名

法人である場合の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問及び総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当

する出資をしている者（個人であるものに限る。）を含む。）の氏名及び役名等

フリガナ

役名等（常勤・非常勤）

フリガナ

役名等（常勤・非常勤）

氏    名

表

面


[image: image7.emf]別記様式第２号（第４条関係）

（Ａ４）

年 月 日

申  請  者

代表取締役　大阪　一郎

大阪府知事　殿

1

株式会社　大阪解体

誓     約     書

登録申請者及びその役員並びに法定代理人及び法定代理人の役員は、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２４条第１項各号に

該当しない者であることを誓約します。

5 令和　3


お問い合わせ先一覧
	ご相談
	〔申請書類事前チェックサービスコーナー〕
　場　所：建築振興課（咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）１階）申請会場内
相談日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
時　間：午前9時30分～午後5時
（午後5時に終了しますので余裕を持って来庁ください）

	
	〔電話相談〕
相談専用電話：06-6210-9735　／　代表電話：06-6941-0351（内線3089・3090）
時　　間：午前9時～午後6時

	申請場所
	場　所：建築振興課（咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）１階）申請会場
受付日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
時　間：午前9時30分～午後5時

（午後5時に終了しますので余裕を持って来庁ください）

	手数料
納付窓口


	場　所：大阪府手数料納付窓口（咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）１階フェスパ内など）
開設日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）時　間：午前9時15分～午後5時30分

手数料を納付するには申請区分に合わせた大阪府手数料（ＰＯＳ）納付用連絡票が必要です。

下記ページよりダウンロードして持参ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/tesuryonounyu-henkou/pos-kensetsurenraku.html

	諸用紙
	〔ホームページ〕

各種様式は、建築振興課のホームページから印刷することができます。

〔販売〕

諸用紙売場（咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）2階）でも購入することができます。

※詳細は、直接お問い合わせください。

営業時間：午前9時30分～午後5時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
電　　話：06-4703-8420

	ホームページ
	https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kaitai/index.html


建築振興課付近案内図（大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）１階）
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令和 3 3年 月 日

株式会社　大阪解体

届出者

殿

カブシキガイシャ　オオサカカイタイ

株式会社　　大阪解体

（ － ）

大阪市住之江区南港北〇丁目〇ー〇

電話番号 （ ） －

オオサカ　　イチロウ

　　　　　　　○○ー○○○○

役員の変更

取締役（常勤） 大阪　五郎 令和2年12月25日

解体　花子 分別　太郎 令和2年12月28日

技術管理者の変更

商号、名称又は氏名

郵便番号

法人である場合の

0000 0000

大阪　二郎

         大阪府知事（登　○○）　第　○○○　号

日 ○

代表者の氏名

　大阪　　一郎

令和　○

変更年月日

登録年月日 年

登録番号

月

フリガナ

○

変更に係る事項 変　更　前 変　更　後

解体工事業登録事項変更届出書

フ リ ガ ナ

559 8555

住　　　　所

06

この届出書により、次のとおり変更の届出をします。

4 1

代表取締役　大阪　一郎


[image: image9.png]e 5
k&3
B
(B=xR
BRIRA)



[image: image10.png]IWIRF

FERF..” % v

A | B | ¢ | o | E | F [ e | H | v | v | kK [ L | M| N | o | P | e | R |H

— Tt é Q

Q —HREWIETEIE O
[} o o

Sheeti | Shest2 | &) [ 1 Dl
EETT i) O -——F——+ 100%

http://wwwlan.p. 021401 aita.t




[image: image11.png]IWIRF

FERF..” % v

A B ® D E F G H | J K L M N o P Q R [2]

— § MEEAETER ([$—E , [$2@) )

Sheet1 | sheets | sheetz | @ [I D
EETT i O -+ 10%

[— 2101 kit e o0 B




[image: image12.png]T

‘ v ® |&=o| @ymser | @Y®er | sv [s: | 52 | @s1 | @a1 |
= e
3L SBBGEH B IEBWORUTR AN FETHEAL Y RO [SLORBLE) T 3
TR T LWNGRHTL L ACY T ST REMTIOT | e
mEEn o
I el 7
HEOX [ RRLEI T 5
§ /. = 5 & I RHT20% i)
EETEE “iH B i
2RH B wiH B =
2z &/ #2mE sy 1% 15EE HEHOT WRORERELIETWE HOO yaEz| | ®
22 & ol % ek aw H 1% 0rEE HIIHOF_ (HRORERIYS)ETHE BOO yaEz| v
228 ol FodiE aw H % 67EE HIHOT WRORERELIETWE OO yagz| =
22 H ol F sk aw H % 60EE HIHOT WRORERELIETHE FOO ¥9ET| @
22 H oiF ik aw H 1% oEE HoIHOT_(HRORERIVS)ETHE BOO ¥HET| |
22 H ol F ok aw H % 97EE HUERDOT WROREREWETWE OO ¥HET| |©
22 H ol F ik aw H % s7EE HUROT_(HRORERIYS)ETHE BOO FEET| |
22 H ol F ik aw H 1% r7EE HIHOT WRORSEELIETHE OO FFET| |0
22 H ol F ik aw d % ooEE HIHOT WRORFREDIETHE OO FFEzT| |4
EEARE 240 W B % ¥ L
2 ” = 3 b
2R H L EOEEE s REEY B¥EHE s wos w3l
wl ERA ] BIHIH05E | BHEE U Y8 ]
] WX B BHAEY T ®
REER BHDH o
:
S H 1 wwe s
SR IER T TARBBINT T X LS RABUE (RO EDNETH REORL s
v
# B O owW OB @ X £
(rP¥) z
CHEFET ) SoEeHmg |
~ VW97 39737 037978793 2800 X048 19 1850 49793 48 08 NGNS 1990 9 1979199 3939 08799 88 69 20,18 X6 WY &Y 9 19599099 08 WGS9 o] 1949108 139106 391auTe8] 21 AT WTAT AT LTS 16T a 0 W A 11 410113 009 a6
R P R 608

E omE L W@

J-3E] S)~TT NSRRGSR THH ]
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オオサカ　　イチロウ

大阪　一郎

な　し

上記のとおり相違ありません。

氏名

大阪　一郎

備   考

１

２

３「生年月日」の欄は、登録申請者が法人である場合は記載しないこと。

４「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。

総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者につ

いては、「賞罰」の欄への記載を要さない。

賞

 

罰

年 月 日 賞   罰   の   内   容

法 人 の 役 員

本 人

 については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

令和3年1月5日

法 人 の 役 員

登録申請者

本 人

の調書

法 定 代 理 人

法定代理人の役員

郵便番号（ 540-8570 ）

大阪市中央区大手前○丁目〇ー〇

電話番号（ 06 ）0000‐0000

昭和50年1月1日

生年月日



現住所

フリガナ

商号、名称又は

氏名

法定代理人の役員

役員全員分を作成すること


解体業を営もうとする場合、元請負人・下請負人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）により、解体工事業の登録を行う必要があります。
[image: image14.emf]別記様式第４号（第４条関係）
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個人の場合

ヒガシオオサカカイタイ 　 ウメコ

東大阪解体　　　百舌鳥　梅子

な　し

上記のとおり相違ありません。

氏名

百舌鳥　梅子

備   考

１

２

３「生年月日」の欄は、登録申請者が法人である場合は記載しないこと。

４「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。

法 人 の 役 員

登録申請者

本 人

の調書

法 定 代 理 人

法定代理人の役員

 については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

現住所

郵便番号（ 577-0000 ）

東大阪市××町△丁目△△

電話番号（ 06 ）0000‐0000

フリガナ

生年月日

平成元年5月5日

商号、名称又は

氏名

法定代理人の役員

総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者につ

いては、「賞罰」の欄への記載を要さない。



モズ

賞

 

罰

年 月 日 賞   罰   の   内   容

令和3年1月5日

法 人 の 役 員

本 人

　　なお、請負金額が５００万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事（建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が１,５００万円以上）を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
（注）とび・土工工事業の許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという
経過措置は、令和元年５月３１日をもって終了しました。
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　　解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
　　そのため、たとえ大阪府外に営業所を置かれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
　　登録申請手続きについては、７ページをご覧ください。
[image: image16.png](22%1)




次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録が拒否されます。

１　解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過しない者 

２　解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

３　解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

４　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 
５　暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者（９で暴力団員等という）
６　解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 

７　法人でその役員のうちに１から５までのいずれかに該当する者があるもの 

８　技術管理者を選任していない者 
９　暴力団員等が支配する者
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　　　解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。
　　　技術管理者には、次の要件が必要です。
　　　なお、建設業の許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業の経営業務の管理責任者や営業所技術者等と兼務することはできませんので、ご注意ください。
　　　また、平成13年12月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に建設業許可業者（土木工事業、建築工事業、解体工事業）又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認められませんので、ご注意ください。（注）
　　（注）平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を現に有する業者、又は過去に有していた業者が証明者となる場合は、解体工事の実務経験が認められます（平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を現に有する業者で認められる解体工事の実務経験については、令和元年5月31日までとなります。）。
　　　　　また、使用者・証明者が他の都道府県にて解体工事業登録や建設業許可を現に有する又は過去に有していた業者の場合は、解体工事業登録番号・建設業許可番号、登録・許可期間等のわかる書類（申請書や通知書等）をお持ちください。
　　　　※受付時に要件が確認できない場合受付できません。


[image: image1]

登録の有効期間は、５年間です。

登録の有効期間は、５年間です。

引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。
　※更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。


解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
　　また、解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。
標識・帳簿の記載内容については、22ページをご覧ください。

　１　変更の届出
　　○　商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
変更手続きについては、９ページをご覧ください。
　２　更新の申請
　　○　登録は、５年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
　　　　引き続き登録を行う場合は、有効期間満了の30日前までに更新手続きを行ってください。
登録更新申請手続きについては、７ページをご覧ください。
　　　　※更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。
　３　廃業等の届出

　　○　解体工事業者が、次に該当する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です。
廃業等手続きについては、10ページをご覧ください。
	届出事由
	届出者

	①　死亡した場合
	その相続人

	②　法人が合併により消滅した場合
	その役員であった者

	③　法人が破産手続開始の決定により解散した場合
	その破産管財人

	④　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合
	その清算人

	⑤　解体工事業を廃止した場合
	解体工事業者であった個人又は法人の代表する役員


　４　抹消の通知
　　○　解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、許可を受けた後、府へ通知を行ってください。通知書は、許可後30日以内での提出をお願いしております。
抹消手続きについては、10ページをご覧ください。
※これら3業種以外の26業種（例えば、大工工事業、管工事業、電気工事業など）の建設業許可を受けた場合には、府へ通知する必要はありません。

　　登録の証明が必要な場合は、次による手続きを行ってください。

１　証明場所
建築振興課の申請会場（大阪府咲洲庁舎1階）。
　　　　アクセス等は、２ページをご覧ください。郵送による受付はできません。
　　
２　必要書類

・　登録証明願（原議用・証明用）
（様式は、ホームページから入手できます。アドレスは２ページをご覧ください。）
　・　解体工事業登録通知書
３　手数料

証明書１通につき５００円

　１　閲覧

建築振興課の申請会場（大阪府咲洲庁舎1階）では、大阪府知事登録の解体工事業者登録簿を閲覧に供しています。

　　　　閲覧を希望される場合は、閲覧される方が確認できる次の書面を持参ください。

・　運転免許証 
・　マイナンバーカード（本人の氏名と現住所の記載されたもの） 
・　勤務先の会社等の発行する身分証明書（本人の氏名及び会社等の商号名称・所在地が記載されたもの）
　　　・　その他、閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先が確認できるもの 
　　２　一覧の公開

解体工事業者の一覧について、ホームページへ掲載しています。
（ホームページのアドレスは２ページをご覧ください。）
　

（注意事項）

　　　・　この一覧は、解体工事業者登録簿の閲覧を必要とされる方への利便性の向上を図るために公開するものです。
・　この一覧及びこの一覧を加工・変更したものを商用利用、出版、不特定又は多数に対する二次配布することは許可しません。

・　この一覧は、半期に一度、更新作業を行うこととしております。そのため、実際の情報と公開されます情報との間に一部時差が生じますことをあらかじめご了承ください。


１　申請場所
建築振興課　申請会場（大阪府咲洲庁舎1階）。アクセス等は、２ページをご覧ください。
郵送による受付はできません。
　

　　２　登録手数料
	新規
	33,000円

	更新
	26,000円


　　３　必要書類（正本・副本　各１部）
必要書類には、提出が必要な書類と窓口での提示が必要な書類があります。

※　様式は、ホームページから入手できます。（ホームページのアドレスは２ページをご覧ください。）



　　○　注意事項

　　　・　登録通知書は、申請した所在地へ送付します。

　　　・　様式の記載方法等については、11ページ以降の記載例をご覧ください。
　　４　標準処理期間
　　　新規及び更新登録通知は、申請書を受理し、補正などが解消された日から土日・祝日を含む４週間程度で申請者へ発送いたします。
ただし、年末年始の閉庁日（12月29日～1月3日）、大型連休（※）は標準処理期間に含みません。
※大型連休の期間はホームページに記載しています。
通知が届くまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、申請してください。
１　届出場所

・　建築振興課　申請会場（大阪府咲洲庁舎1階）。
・　郵送による受付も可能です（一般書留又は簡易書留でお送りください。また、副本の返却用の封筒及び返信用の切手を必ず同封してください。同封のない場合は受付できません。）。
・　アクセス・郵送先等は、２ページをご覧ください。
　　２　必要書類（正本・副本　各１部）
　　　・　変更のあった日から30日以内に、次の変更事由に応じて、必要書類を提出してください。

　　　　　様式の記載方法等については、11ページ以降の記載例をご覧ください。
　　　・　届出の際は、本人確認を行いますので、８ページの３⑪の書面をご持参ください（郵送の場合は不要です。）。
　　　・　また、代理人が届出する場合は、委任状の原本（副本は写し）の提出が必要です（21ページをご覧ください。）。

	変更事由
	必要書類
	提出・提示

	① 商号・名称
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　発行後３か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し（申請者が法人の場合）
	提出

	② 営業所の所在地・個人の住所
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　発行後３か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し（申請者が法人の場合）
	提出

	
	ウ　発行後３か月以内の住民票の原本又は写し（申請者が個人の場合）
	提出

	
	エ　法人は商業登記簿上の所在地以外、個人は住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類

・　８ページの３⑨を参考にして提出・提示してください。
	窓口での届出⇒ 提示

郵送での届出

⇒ 提出

	③ 営業所の名称
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　発行後３か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し（申請者が法人の場合）⇒　登記上の変更がない場合は不要
	提出

	④ 役員
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　誓約書（規則様式第2号）　※退任のみの場合は不要
	提出

	
	ウ　登録申請者の調書（規則様式第4号）　※退任者は不要
	提出

	
	エ　発行後３か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し
※相談役・顧問・100分の5以上の個人の株主等は不要
	提出

	⑤ 法定代理人
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　誓約書（規則様式第2号）
	提出

	
	ウ　登録申請者の調書（規則様式第4号）
	提出

	
	エ　法定代理人の証の写し
	提出

	
	オ　法定代理人の発行後３か月以内の住民票の原本又は写し
	提出

	⑥ 技術管理者
	ア　解体工事業登録事項変更届出書（規則様式第6号）
	提出

	
	イ　技術管理者の資格要件を確認する書類

・　７ページの３③を参考にして提出してください。
	提出

	
	ウ　技術管理者の在籍を確認する書類

　・　８ページの３⑧を参考にして提出・提示してください。
	窓口での届出⇒ 提示

郵送での届出

⇒ 提出


※　様式は、ホームページから入手できます。（ホームページのアドレスは２ページをご覧ください。）


１　申請場所

・　建築振興課　申請会場（大阪府咲洲庁舎1階）。
・　郵送による受付も可能です（一般書留又は簡易書留でお送りください。また、副本の返却用の封筒及び返信用の切手を必ず同封してください。同封のない場合は受付できません。）。
・　アクセス・郵送先等は、２ページをご覧ください。
　　２　必要書類（正本・副本　各１部）

　　　・　廃業等・抹消のあった日から30日以内に、以下の事由に応じて、書類を提出してください。様式の記載方法等については、11ページ以降の記載例をご覧ください。
　　　・　届出の際は、本人確認を行いますので、８ページの３⑪の書面をご持参ください（郵送の場合は不要です。）。

　　　・　また、代理人が届出する場合は、委任状の原本（副本は写し）の提出が必要です（21ページをご覧ください。）。

	廃業等事由
	必要書類
	届出者

	① 死亡した場合
	ア　解体工事業廃止等届出書（府規則様式第4号）

イ　相続人の戸籍謄本の原本又は写し
	相続人

	② 法人が合併により消滅した場合
	ア　解体工事業廃止等届出書（府規則様式第4号）

イ　その法人を代表する役員であったことがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し
	その法人を代表する役員であった者

	③ 法人が破産手続開始決定により解散した場合
	ア　解体工事業廃止等届出書（府規則様式第4号）

イ　破産管財人の印鑑証明書の原本又は写し
ウ　当該会社の管財人であることがわかる証明書の写し
	破産管財人

	④ 法人が合併又は破産手続開始決定以外の事由により解散した場合
	ア　解体工事業廃止等届出書（府規則様式第4号）

イ　清算人の印鑑証明書の原本又は写し
ウ　当該法人の清算人であることがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し
	清算人

	⑤ 解体工事業を廃止した場合
	ア　解体工事業廃止等届出書（府規則様式第4号）

イ　代表以外の役員で届出する場合、その役員個人の印鑑証明書の原本又は写し及び当該法人の役員であることがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し
ウ　法人で提出する場合、その法人の代表取締役の本人確認書類、個人事業主で提出する場合、その事業主の本人確認書類の写し
	法人：その法人を代表する役員

個人：本人


	抹消事由
	必要書類
	届出者

	⑥ 建設業許可（土木工事業・建築工事業・解体工事業）を取得した場合
	ア　建設業許可取得通知書

イ　建設業許可通知書の写し 又は 建設業許可証明書の原本若しくは写し
	法人：その法人を代表する役員

個人：本人


※　様式は、ホームページから入手できます。（ホームページのアドレスは２ページをご覧ください。）



○　解体工事業登録申請書


（裏面）


○　誓約書


○　実務経験証明書




○　登録申請者の調書



○　解体工事業登録事項変更届出書

○　解体工事業廃止等届出書

府様式第４号（第10条関係）
	解 体 工 事 業 廃 止 等 届 出 書

令和○年○月○日　　

大阪府知事　様

届出者　住　所　大阪市住之江区南港北○丁目○－○
氏　名　株式会社　大阪解体
　　　　大阪　 一郎

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条第2項の規定により、次のとおり解体工事業の廃止等を届け出ます。
（フリガナ）
商号、名称又は氏名

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ  ｵｵｻｶｶｲﾀｲ

株式会社　大阪解体
住　　　　　　　所

（〒559－8555）
    大阪市住之江区南港北○丁目○－○
電話（06）0000－0000
（フリガナ）
代表者の氏名
オオサカ　イチロウ

大阪　 一郎
登録番号
大阪府知事（登　○○）　第　○○○　号

登録年月日
　令和○年○月○日

届出事由が生じた日
　令和○年○月○日
廃止等の理由
１　死亡　　　　　　　　２　合併

３　破産手続開始の決定　４　合併及び破産手続開始の決

　　　　　　　　　　　　　　定以外の理由による解散

５　解体工事業の廃止　　
解体工事業者と
届出者との関係
１　相続人　　　　　　　２　元代表役員

３　破産管財人　　　　　４　清算人

５　本人




○　建設業許可取得通知書（抹消の通知）

建 設 業 許 可 取 得 通 知 書

令和○年○ 月○ 日
大阪府知事　様
住所又は所在地　大阪市中央区大手前○丁目○－○
商号又は名称　　株式会社　大阪解体
代表者氏名　　　大阪　一郎　　　　　　　　　　印

解体工事業登録番号　　○○－○○○
下記のとおり、建設業許可を受けたので、解体工事業に係る登録等に関する省令

第１条の規定により通知します。
記
	許可番号
	大阪府　知事許可　

　　　　　　　　　般・特―　○○　　第　○○○○○○　号

国土交通大臣許可　

	許 可 日
	令和　○　年　○　月　○　日

	建 設 業

の 種 類
	土木工事業　・　建築工事業　・　解体工事業


　　備考：建設業許可通知書の写し 又は 建設業許可証明書の原本若しくは写しを添付してください。
○　委任状

委　任　状
　私は、下記１の者を代理人と定め、下記２の権限を委任します。
記
１　代理人　住所　大阪市住之江区 ○丁目○ー○
　　氏名　行政書士　○○　○○　（補助者　△△　△△）
（行政書士会登録番号　　●●●●●●●●　　）
　　　　　電話　０６－６９４１－●●●●
２　  解体工事業登録申請の作成、提出、補正に関する件
令和○年○月○日

　　　　　営業所所在地　大阪市中央区大手前○丁目○－○
委任者　　商号又は名称　株式会社　大阪解体
代表者氏名　　大阪一郎　　　　　　　　　
〔記載要領〕
１　委任の内容及び範囲について、できる限り具体的に記載する。
２　代理人が行政書士である場合は、行政書士会登録番号を記載する。
３　申請書等の正本に委任状の原本を添付し、副本に委任状の写しを添付する。
４　行政書士にあっては行政書士証票（申請書等の提出を行う者が代理する行政書士又は行政書士法人の補助者である場合は、補助者証）、その他の代理人にあっては本人確認書類を提示する。

○　標識

様式第7号
	解 体 工 事 業 者 登 録 票

	商号、名称又は氏名
	株式会社　大阪解体

	法人である場合の
代表者の氏名
	大阪　一郎

	登録番号
	○○-○○○

	登録年月日
	令和○年○月○日

	技術管理者の氏名
	分別　太郎


備考：技術管理者の氏名は、解体工事の現場に掲げる場合にあっては、当該現場に置かれる技術管理者の氏名とする。

　注意：縦25cm以上、横35cm以上で作成してください。
○　帳簿

様式第8号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４）
	注文者の氏名又は名称
	○○商事　株式会社

	注文者の住所
	郵便番号000-0000

大阪市住之江区○○ ○丁目○-○

電話番号　06-0000-0000

	施行場所
	大阪市住之江区○○ ○丁目○-○

	着工年月日及び竣工年月日
	自　令和○年○月○日
至　令和○年○月○日

	工事請負金額
	0,000,000円

	当該工事に係る

技術管理者の氏名
	分別　太郎



Ｑ１　申請者の氏名は、戸籍上の漢字を正確に記載する必要がありますか。
Ａ１　戸籍上の文字を正確に記載下さい。

Ｑ２　「商号、名称又は氏名」の欄は、個人事業者の場合は、屋号と代表者名を記載するのですか。
Ａ２　屋号がある場合は、屋号及び代表者名を記載、屋号がない場合は、代表者のみの記載になります。

Ｑ３　電話は、携帯電話でもいいですか。
Ａ３　固定電話がある場合は、固定電話の番号が必要です。
Ｑ４　法人の登記上の本店所在地以外の場所を営業所とする場合、登記上の本店はどこに記載すればいいですか。
Ａ４　申請書の裏面の所在地欄に、「（登記上の本店）大阪市中央区・・・」と記載してください。
Ｑ５　技術管理者は、他社からの出向でもかまいませんか。
Ａ５　他社からの出向でもかまいませんが、出向辞令、出向協定書等の写しを提出してください。追加で書類の提示・提出を求める場合があります。
Ｑ６　営業所が複数ある場合、技術管理者が所属する営業所はいずれの営業所でもかまいませんか。
Ａ６　申請者に雇用されていることが確認できれば、大阪府外の営業所に所属していてもかまいません。
Ｑ７　実務経験について、解体工事業を行っていたことを証明する資料は必要ですか。
Ａ７　必要ありません。

なお、登録制度の施行・経過措置期間以降（平成13年12月1日以降）の実務経験について、証明者が建設業許可（土木工事業、建築工事業、解体工事業）又は解体工事業登録を受けていない場合は、その実務経験は認められません。ただし、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を現に有する業者、又は過去に有していた業者が証明者となる場合は、解体工事の実務経験が認められます。（平成28年6月1日以降に解体工事業の建設業許可又は解体工事業登録を受けていない場合は、令和元年5月31日までが限度となります。）
Ｑ８　申請者の代表者は、他法人の役職を兼務するなど、解体工事業に専従できない状態でもかまいませんか？

Ａ８　かまいません。

Ｑ９　登録手数料は、登録されなかった場合は返還されますか？

Ａ９　府に過失がない場合は還付されません。

Ｑ10　法人の事業目的に「解体工事業」を営む旨は必ず必要ですか？

Ａ10　「建設業」、「解体工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」等の解体工事に関係する事業を目的に掲げる必要があります（平成28年5月31日以前に設立された法人に関しては、「とび・土工工事業」を含む）。
Ｑ11　土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を受けた場合は、建設業許可取得通知書により大阪府知事へ通知する必要があるとのことですが、これら3業種以外の26業種（例えば、大工工事業、管工事業、電気工事業など）の建設業許可を受けた場合にも、大阪府知事へ通知する必要がありますか。

Ａ11　通知の必要はありませんが、解体工事業と建設業とで技術管理者等の重複はできませんので、ご注意ください。
解体工事業登録申請等の手引き





この手引きは、大阪府知事許可の建設業者を対象に、経営事項審査の申請手続きを説明したものです。


他の都道府県又は国土交通大臣許可の建設業者については、各都道府県庁又は国土交通省各地方整備局へお問い合わせください。また、経営状況分析に関する事項は、登録経営状況分析機関へお問い合わせください。


また、この手引きの作成以降に、提出・提示書類の変更や追加などの申請に係る取扱いや制度の変更、その他記載内容の修正があった場合には、建築振興課のホームページや申請会場などでお知らせいたしますので、ご注意頂きますようお願いします。





この手引きは、大阪府知事登録の解体工事業者を対象に、解体工事業登録申請手続きを説明したものです。他の都道府県知事登録の解体工事業者については、各都道府県庁へお問い合わせください。


また、この手引きの作成以降に、提出・提示書類の変更や追加などの申請に係る取扱いや制度の変更、その他記載内容の修正があった場合には、建築振興課のホームページや申請会場などでお知らせいたしますので、ご注意頂きますようお願いします。











この手引きは、大阪府知事許可の建設業者を対象に、経営事項審査の申請手続きを説明したものです。


他の都道府県又は国土交通大臣許可の建設業者については、各都道府県庁又は国土交通省各地方整備局へお問い合わせください。また、経営状況分析に関する事項は、登録経営状況分析機関へお問い合わせください。


また、この手引きの作成以降に、提出・提示書類の変更や追加などの申請に係る取扱いや制度の変更、その他記載内容の修正があった場合には、建築振興課のホームページや申請会場などでお知らせいたしますので、ご注意頂きますようお願いします。
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大阪府咲洲庁舎


（さきしまコスモタワー）





■地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車。南東へ徒歩約8分。


■ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車。ATCビル直結。


■阪神高速湾岸線　大阪市内・神戸方面からは「天保山出口」を経て大阪港咲洲トンネル、


堺方面からは「南港南出口」より、車にて10分。





第１　解体工事業登録とは





第１章　解体工事業登録の概要





第２　登録先





第３　登録を受けられない条件





第４　技術管理者





第５　登録の有効期間





第６　標識の掲示・帳簿の記載





第７　各種届出





第８　証明





第９　閲覧等





第２章　申請手続き





第１　新規・更新








①　解体工事業申請書（規則様式第1号）


・　大阪府外に営業所が所在する場合、当該営業所も記載してください。





②　誓約書（規則様式第2号）





③　技術管理者の資格要件を確認する書類


ア　実務経験証明書（規則様式第3号）（要件に実務経験を必要とする場合）


　　・　記載にあたっての注意事項について、14ページをご覧ください。


イ　卒業証書・卒業証明書の写し（一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合）


　　(卒業証明書については発行３か月以内のもの)


ウ　資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し（有資格者・講習修了者の場合）


　※　技術管理者の要件（4ページ）により、ア及びイ、ア及びウの両方の書類が必要なケースがあります。





④　登録申請者の調書（規則様式第4号）


　・　法人・法人の役員全員・相談役・顧問・100分の5以上の個人の株主等・個人申請者本人・法定代理人の方が必要です。


　・　賞罰欄を必ず記載してください。（該当がなければ、「なし」と記載してください。）ただし、相談役・顧問・100分の5以上の個人の株主等は記載不要です。


・　相談役・顧問・株主等については署名は不要です。





⑤　申請者の所在確認書類


ア　発行後３か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し（申請者が法人の場合）


イ　発行後３か月以内の住民票（マイナンバーの記載のないもの）の原本又は写し（申請者が個人の場合）


　　※外国籍の場合は国籍、通称名、生年月日を記載した住民票をご用意ください。





⑥　法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後３か月以内の住民票（マイナンバーの記載のないもの）の原本又は写し（未成年者の場合）





⑦　委任状の原本（副本は写し）


　・　代理人が申請する場合に必要です。21ページをご覧ください。





▼　提出書類





▼　提示書類








⑧　技術管理者の在籍を確認する書類


　　次のいずれかの書類の提示が必要です。ただし　技術管理者が代表者の場合は不要です。


　ア　技術管理者の健康保険被保険者標準報酬決定通知書（直近年のもの）の写し（申請者が雇用主と確認できるもの）


イ　技術管理者の雇用保険証の写し（申請者が雇用主と確認できるもの）


ウ　技術管理者の給与支払が確認できる直近３か月分の給与台帳の写し


（申請の３か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている雇用契約書の写し及びそれ以降の給与台帳の写し）


※「ウ」については受付後、「ア」又は「イ」を求める場合がございます。





⑨　営業所（支店含む）の所在地を確認する書類


法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類の提示が必要です。


ア　賃貸契約書の写し（賃貸の場合）


（賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合、事務所禁止となっている場合、申請者と借主が異なる場合等については、「貸主の使用承諾書」が必要です。）


イ　発行後３か月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産評価証明の写し（自己所有の場合）





　なお、支店がある場合には、支店の所在地を確認する書類として、上記の書類の提示が必要


です。





⑩　解体工事業登録通知書の原本又は写し（更新申請の場合に限る）





⑪　本人確認書類


　・　次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示してください。


（１）運転免許証　（２）外国人登録証・特別永住者証明書・在留カード


（３）住民基本台帳カード　（４）マイナンバーカード　（５）パスポート（旅券）


（６）身体障害者手帳 （７）官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証


　　なお、申請者の役員・従業員にあっては、（８）申請者の発行する身分証明書でも可


　　但し、行政書士は（９）行政書士証票、行政書士の補助者は（１０）行政書士補助者証が必要





第２　変更





第３　廃業等・抹消





第３章　参考資料





第１　記載例





　更新申請の際、申請時現在有効な


登録の登録番号を記載してください。





　年に１件、主な請負工事名を記載し、その年に請け負った件数を「その他○件」と記載してください。


　例えば、８年の実務経験の証明では最低８か所（８行）の請負工事名を記載してください。





　証明者は、技術管理者が使用していた者となります。


　証明者の証明がとれない場合、技術管理者自身の自己証明でも可ですが証明がとれない理由を明記してください。





　職名欄は、工事を実施していたときの職名（工事主任、現場代理人、○○課長等）を記入してください。実務経験には、解体技術を習得するための見習い期間を含みます。


　ただし、解体工事現場の単なる雑務や事務は含みません。





法人にあっては、主たる事務所の


所在地、名称及び代表者の氏名





来庁される方が、行政書士の補助者等である場合、書類提出者として来庁者の氏名も併記してください。





第２　よく頂く質問
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